
マイナンバー制度は、社会保障・税・災害対策の分野で国民の利便性の向上、公平・公正な
社会、行政の効率化を実現することを目的としています。 
マイナンバー（個人番号）は、日本に住民票を有する全ての方一人ひとりが持つ 12桁の番
号です。マイナンバーの管理・ 運用にあたっては、皆様の安心・安全を確保するため、個人
情報保護法よりも厳格な取扱いや 保護措置が講じられています。企業などの法人にも 13桁
の法人番号が指定されます。 

国税庁デジタル庁
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※ 本パンフレットは 2022年 1月時点の情報をもとに作成しています。今後、法令の改正などにより、内容に変更が生じることがあります。

https://www.digital.go.jp/policies/posts/mynumber/
デジタル庁ホームページ

https://www.gov-online.go.jp

政府広報オンライン

マイナンバー総合フリーダイヤル



/ 法人番号

/ 法人番号

※1  法人のお客さまについて、法人番号をご提供いただく際、国税庁法人番号公表サイト等で法人の名称、所在地又は法人番号が確認できた場合には「①法 
　　 人番号を確認できる書類」や「②法人確認書類」の提示が不要となる場合があります。詳細はお取引先の証券会社にお間い合わせください。

※4「通知カード」は 2020年 5月 25日に廃止され、「①マイナンバーを確認できる書類」としての使用はできなくなりますが、通知カードに記載された
 　   氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードを「①マイナンバーを確認できる書類」として使用できます。

※2  マイナンバーカードがあれば、マイナンバーの確認と本人確認が 1枚で済みます。

※5  国税庁法人番号公表サイト（https://www.houjin-bangou.nta.go.jp）

※3  顔写真付きの本人確認書類：運転免許書など
　　 顔写真なしの本人確認書類： 住民票の写し、健康保険証や年金手帳など 
　　 法人確認書類：設立登記に係る登記事項証明書（写しを含む）や印鑑証明書など 

※5

なお、法人番号をご提供いただく際、国税庁法人番号公表サイト等で法人の名称、住所又は法人番号が確認でき

た場合には「①法人番号を確認できる書類」や「②法人確認書類」の提示が不要となる場合があります。詳細は

お取引先の証券会社にお問い合わせください。書類の詳細については前ページの「マイナンバー・法人番号の提

供に関する手続き」を併せてご参照ください。

「①マイナンバーを確認できる書類」による番号確認と「②本人確認書類」による身元確認をさせていただく

必要があります。

把握

マイナンバーはマイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書又はマイナンバーの記載がある住民票の写し、

法人番号は国税庁法人番号公表サイトや法人番号指定通知書で調べることができます。

マイナンバーカードは、本人の申請により交付されます。通知カードは、市区町村から住民票を有するすべての方に交付されていますが、2020

年 5 月 25 日以降に出生等により初めてマイナンバーが付番される方には、通知カードに代わり、個人番号通知書が交付されます（ただし、個人

番号通知書はマイナンバーを確認できる書類としては使用できません。）。法人番号指定通知書は、2015 年 10 月より、設立登記をした法人など

に通知されています。なお、証券会社にマイナンバーを提供する際に必要な書類は、前ページの「①マイナンバー / 法人番号を確認できる書類」を

ご参照ください。


